
申込
方法

看護職復職支援
研修会 

第１回：９月３日㈭～４日㈮、９月８日㈫～９日㈬

第２回：10月14日㈬～15日㈭

第１回 ：公益社団法人北海道看護協会  2階研修室
　　　　　　〒003-0027　札幌市白石区本通17丁目北3番24号

第２回：大通看護研修会館
　　　　　　〒060-0041　札幌市中央区大通東2丁目プレジデント札幌ビル3階

看護職として復職を目指している方を対象に、看護の現場や復職への
取り組み方などを学ぶセミナーを開催し、復職活動を支援します。

研修申込サイト〈マナブル 〉　https://hkna.manaable.com/

札幌市委託事業

公益社団法人北海道看護協会　ナースセンター課
TEL 011– 863 – 6794　https://www.hokkaido-nurse.com/

連絡先

第１回…８月３日㈪
第２回…９月14日㈪

申込
締切

2026年度

● 申込みの際は、e ナースセンター（https://www.nurse-center.net/nccs/）登録をお願いします。
● 昼食は各自ご用意ください。
● 駐車場利用を希望される方は、マナブルで研修申込時にご入力ください。
● 第１回の施設実習は、実習初日に免許証のコピーをご持参ください。
● 第１回の施設実習及び第２回の施設見学は、可能な限り受講者の希望に沿って決定します。
● 第１回の託児保育を希望される場合
　※託児希望の方は、マナブルでの申込時にご入力ください。
　※託児保育は、定員あり、応募多数の場合は抽選

※�北海道看護協会またはナースセンターホームページに研修
申込サイトのバナーがあります。

　�初めてご利用される方は、事前にマナブルの利用登録が必要
です。マナブル内の「操作説明マニュアル」をご参照くだ
さい。

30名
※応募多数の場合は抽選
※�受講要件を満たし、過去
に受講したことがない
方を優先します

無料
＊�第１回の施設実習は、看護

職賠償責任保険に加入して
いただきます。

　(�受講者負担：1,550円　専用
の振込用紙をお送りします）

未就業で看護職として復
職を希望している札幌市
に居住している方
・第２回は、50歳以上の方
・全日程受講可能な方

施設実習、施設見学は希望者
（病院での看護体験・施設内の見学）

開催日

開催
場所

定員 費用受講
対象



時　間 内　容

１
日
目

9:30 ～ 9:35 オリエンテーション

9:35 ～ 9:40
挨拶
札幌市復職支援事業について

9:40 ～ 10:20 看護職をめぐる最近の動向

10:30 ～ 12:00 高齢者の看護

12:00 ～ 13:00 昼休み

13:00 ～ 14:00 訪問看護の実際

14:15 ～ 16:00 感染予防と看護師の役割

２
日
目

9:30 ～ 12:00
安全な看護技術〈採血、点滴法〉

【演習含む】

12:00 ～ 13:00 昼休み

13:00 ～ 15:00
看護におけるフィジカルアセス
メントの基本

15:05 ～ 15:20
施設実習オリエンテーション

【希望者】

３
日
目

9:30 ～ 15:30
施設実習

（各施設）

４
日
目

9:30 ～ 10:30
オリエンテーション
実習終了後交流会

10:40 ～ 11:10
再就職への歩み
～復職までの想いと復職して今～

11:15 ～ 11:45 再就職の心構え

11:45 ～ 就業相談（希望者）

時　間 内　容

１
日
目

10:00 ～ 10:05 オリエンテーション

10:05 ～ 10:10
挨拶・
札幌市復職支援事業について

10:10 ～ 10:50 看護職をめぐる最近の動向

11:00 ～ 12:00 高齢者の看護

12:00 ～ 13:00 昼休み

13:00 ～ 15:30 自分のキャリアを活かすために

15:35 ～ 15:50
施設見学オリエンテーション

【見学希望者】

15:50 ～ 就業相談（希望者）

２
日
目

9:30 ～ 12:00 施設見学【見学希望者】

14:00 ～ 15:00 施設見学後　交流会

第１回

 就業支援講習会（実技演習あり）
 看護職就業促進講習会（実技演習や施設実習あり）
 看護職復職支援研修会（札幌市委託事業）
 再就業のための体験研修（個別体験型）

ナースセンターでは、様々な講習会等を行っています。
詳細はホームページでご確認ください。

 eラーニングによる復職支援講習
 看護職の就業相談会（ハローワークでの出張相談）
 看護職の求人・求職合同相談会（旭川市・帯広市）

ホームページは
こちらから

プ ロ グ ラ ム

研修・イベントのご案内

第２回
受講対象：50歳以上で、受講対象の要件を満たす方


